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資料1－1  

結核医療の基準の改正について  

1．基準の根拠   

結核医療については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する   

法律第三十七条のこにおいて、 「厚生労働省令で定める医療を受けるために必  

要な費用の百分の九十五に相当する額を負担することができる。」と規定して  

いる。厚生労働省令で定める医療とは、感染症の予防及び感染症の患者に対す  

る医療に関する法律施行規則第二十条のこでは、以下のように規定している。  

（医療の種類）  

第二十条の二 法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療   

は、結核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療（第一号から第四号まで   

に掲げる医療にあっては、厚生労働大臣の定める基準（※資料1－2）によ   

って行う医療に限る。）とする。  

一  化学療法  

二 外科的療法  

三 骨関節結核の装具療法  

四 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査、結核菌検査及び赤血球沈降   

速度検査  

五 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療  

六 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容（食事の   

給与及び寝具設備を除く。）  

2．改正について  

この厚生労働大臣の定める基準については、厚生労働大臣告示で定められて   

おり、上記の省令の一部及び 告示について、最新の知見や結核医療をとりまく   

状況の変化に対応した改正を行う必要がある。   



「結核医療の基準」 変二弓∃二．克参照資半斗  

現  行  改  正  後  

結核医療の基準  結核医療の基準  

第1 結核医療の一般的基準   

1 検査  

結核の医療を行うに当たっては、  

第1 結核医療の一般的基準   

1 検査  

結核の医療を行うに当たっては、  適正な診断を確定するため、次により  適正な診断と治療のため、次により検  

検査を行う。  

（1）医療開始時には、必ヱ結核菌検査を行って対象とする病変が結核菌に   

よるものであることを確認するとともに、エックス線検査を行い、必要  

査を行う。  

（1）医療開始時には、   可能な限り結核菌検査を行って対象とする病変が結  

よう努力するとともに、原則とし  核菌によるものであることを確認する  

に応じ赤血球沈降速度検査を行う。  必要に応じCT検査を行い、結核菌培養検査が   て単純エックス線検査、  

陽性の場合は、必ず薬剤感受性検査を行う。  

（2）潜在性結核感染症の診断には、原則としてツベルクリン反応検査ある  

ンターフェロンγ試験を実  いはリンパ球の菌特異抗原刺激による放出イ   

ス線検査などによって、活動  施するとともに、臨床症状の確認やェック   

性結核でないことを確認する。  

（2）治療中は、おおむね毎月1回結核菌検査及びエックス線検査を行い、  病状の改善の有無   （3）治療中は、結核菌検査及びエックス線検査を行い、  

必要に応じ赤血球沈降速度検査を行う。  を検討するとともに、仰、要な検査を行う。潜在   

性結核感染症の治療中は、エックス線検査で発病の有無を確認す翫  

2 治療   

結核の治療は、化学療法によることを基本とし、化学療法のみによって   

は治療の目的を十分に達し得ない場合には、外科的療法又は装具療法の適   

用を考慮する。  

3 患者への説明と同意   

結核の医療を行うに当たっては、患者の社会的条件を十分考慮するとと   

もに、確実な服薬を含めた療養方法及び他者への感染防止の重要性につい   

て理解を得るよう患者に十分に説明を行う。  

2 治療   

結核の治療は、化学療法を中心とする  内科的療法によることを基本とし、  

内科的療法のみによっては治療の目的を十分に達し得ない場合には、外科   

的療法又は装具療法の適用を考慮する。  

3 患者指導   

結核の医療を行うに当たっては、患者の社会的条件を十分考慮するとと   

もに、療養方法について患者を十分指導する。  
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改  正  後   現  行   

第2 化学療法   第2 化学療法   

1 化学療法の一般方針   1 化学療法の一般方針   

（1）結核の化学療法は、抗結核薬のうち患者の結核菌が感受性を有するも   （1）結核の化学療法は、抗結核薬のうち患者の結核菌が感受性を有するも   

のを3剤又は4剤併用して投与することを原則とする。この際、第1の   のを3剤又は4剤併用して投与することを原則とする。このため、結核  

菌検査により結核菌が検出された場合には、直ちに所要の薬剤感受性検   1の（1）の薬剤感染性検査に基づき、患者の治療に有効な抗結核薬の   

選定に努める。  

（2）化学療法の実施に当たっては、副作用の発現を十分考慮し、化学療法   

剤の種類及び使用法を決定する。結核以外の疾患の治療のために他の薬   

剤を使用している患者については、薬剤の相互作用にも注意を要する。  

査を行い、患者の治療に有効な抗結核薬の選定に努める。  

（2）化学療法の実施に当たっては、副作用の発現を十分考慮し、不可逆性  

の障害を生ずることのないよう化学療法剤の種類及び使用法を決定する。   

結核以外の疾患の治療のために他の薬剤を使用している患者については、   

堕追注意を要する。  

（3）受療中の患者に対しては、処方された薬剤を確実に服用するよう十分  

指導する。  

2 化学療法剤の種類及び使用法  

（1）抗結核薬  

抗結核薬の種類、基準投与量及び投与方法並びに臨床的な耐性の判定  

（3）受療中の患者に対しては、保健所との連携の下に策定された支援計画   

に基づき処方された薬剤を確実に服用するよう十分指導する。  

2 化学療法剤の種類及び使用法  

（1）抗結核薬  

抗結核薬の種類は、別表に掲げるとおりである。  

抗結核薬の使用に当たっては、副作用の発現に十分注意し、患者の年   

齢、体重等の条件を考慮して、適切な薬剤の種類及び使用法を決定する。  

ただし、副作用の発現を理由として抗結核薬の種類の変更を考慮する際  

には、副作用の程度と結核の治療効果の両面から慎重な検討を要する。  

基準となる薬剤濃度は、別表に掲げるとおりである。  

抗結核薬の使用に当たっては、副作用の発現に十分注意し、乳幼児に  

ついては重篤な副作用をもたらすおそれのある薬剤の使用は極力控える  

笠、患者の年齢、体重等の条件を考慮して薬剤の種類及び使用法を決定  

する。ただし、副作用の発現を理由として抗結核薬の種類の変更を考慮  

する際には、副作用の程度と結核の治療効果の両面から慎重な検討を要  

する。   

また、薬剤の投与にあたり、イソニコチン酸ヒドラジド（以下「1N  

H」という。）、リファンピシン（以下「RFP」という。）、ピラジナミ  
ド（以下「PZA」という。）、硫酸ストレプトマイシン（以下「SM」  

という。）及びエタンブトール（以下「EB」という。）については、そ  

の有効血中濃度の確保と確実な服用のため、原則として、1日1阿の投  

与とする。  
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改  正  後   現  行   

jiまず、INH及びRFPの2剤にSM又はEBを加えた3剤併   （イ）まず、INH及びRFPの2剤にSM又はEBを加えた3剤併用   

用療法を2月間から6月間行い、その後INH及びRFPの2剤   療法を6月間行い、その後INH及びRFPの2剤併用療法   

併用療法を9月間に至るまで行う。   NH、RFP及びEBの3剤併用療法を3月間行う。   

（イ）（ア）に掲げる化学療法の適用については、次のとおりである。   土 

（ヱ⊥PZA投与不可の場合を除き、原則として、全症例について、三   

の（ア）に掲げる化学療法を行う。  

L PZA投与不可の場合を除き、原則として、全症例について、  

（ア）のiに掲げる化学療法を行う。  

（イ）pzA投与不可の症例に限っては、アの（イ）に掲げる化学療法  止 PZA投与不可の症例に限っては、（ア）の辻に掲げる化学療法  

を行う。  

ウ アに掲げる化学療法剤の使用法については、次の例外的な取扱いを  

を行う  

考慮する。  

（ア）潜在結核感染で特に軽度の症例については、INHの単独療法を  

行ってもよい。ただし、INHに耐性を有する結核菌によるもので  

あるとき又はINHによる著しい副作用が発現したときは、RF P  

の単独療法を行う。  

（ウ）治療開始時に症状が著しく重かった場合、治療開始から3月を経  

ても結核菌培養検査の成績が陰転しなかった場合、糖尿病、じん肺、  

HIV等結核の経過に影響を及ぼす疾患を合併する場合又は副腎皮  

質ホルモン剤若しくは免疫抑制剤を長期にわたり使用している場合   

には、㈱月間程度延長で  

きる。  

イ 患者の従前の化学療法歴、薬剤耐性菌感染者との接触歴から、再治  

あるいは初回治療でも薬剤耐性の可能性が高いと考えられる場合  療、   

して別表に掲げる順に従い未使用の抗結核薬など  においては、原則と   

原則として感受性があると想定される薬剤を3剤以上選んで併用療法  

を開始し、閲使用  

する薬剤を変更する。  
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改  正  後   現  行   

（2）薬剤感受性検査判明時の薬剤選択  

アINH及びRFPのいずれもが患者の治療に有効である場合には、  

（1）のアにより化学療法を行う。ただし、INH、RFPのいずれ  

にも感受性があることが確認できてい れば、（1）のアのiの場合は2  

（1）のアの辻の場合は2月間から6月間以後のEBは  月経過時点で、   

中止する。  

L∠ユ 

合、又はその副作用のため使用ができない場合には、当該抗結核薬   

に替えて、原則として別表に掲げる順に従い有効な抗結核薬を選定   

し、4剤を併用する。この場合には、副作用の発現に特に注意を要  

土INH又はRFPのいずれかに対し結核菌の耐性が認められる場合、   

又はその副作用のため使用ができない場合には、当該抗結核薬に替え   

て、原則として別表に掲げる順に従い有効な抗結核薬を選定し、4剤   

以上を併用し治療を開始する。この場合には、副作用の発現に特に注  

する。ただし、SM、カナマイシン（以下「KM」という。）及びエ  

ンビオマイシン（以下「EVM」という。）のうち2剤以上の併用は、  

禁忌である ヽ 。なお、KM及びEVMの間には交叉耐性があるが、そ  
の発現特性から、EVMの使用前にKMを使用することを原貝りとす  

る。  

意を要する。ただし、SM、カナマイシン（以下「KM」という。）及  

びエンビオマイシン（以下「EVM」という。）のうち2剤以上の併用  

ヽ は、禁忌である。なお、KM及びEVMの間には交叉耐性があるが、  
その発現特性から、EVMの使用前にKMを使用することを原則とす  

る。   

治療期間については、RFPを使用することができない場合の治療  

期間は、PZAの使用ができる場合は菌陰性化後1年6月間、PZA  

の使用ができない場合は菌陰性化後1年6月聞から2年間とする。  

また、RFPを使用することができる場合であって、INHを使用  

することができない場合の治療期間は、PZAの使用ができる場合は  

菌陰性化後6月間または治療開始より9月問のいずれか長い方、PZ  

Aの使用ができない場合は菌陰性化後9月間または治療開始より12  

月間のいずれか長い方とする。  

INH、RFPのいずれにも耐性がある場合で、感受性のある薬剤   

が3剤以上使用可能な場合の治療期間は菌陰性化後24月間とする。  

ヱ 化学療法の治療効果の判定は、結核菌培養検査の成績を重視する。   

この場合において、治療開始から3月以内の問にエックス線陰影の拡  

しゆ  大、胸膜炎の合併、縦隔リンパ節腫張等が認められるとしても、結核   
菌培養検査の成績が好転しているときは、当該化学療法の変更は要し   

ない。  

三 化学療法の治療効果の判定は、結核菌培養検査の成績を重視する。   

この場合において、治療開始から3月以内の間にエックス線陰影の拡  
し仙   

大、胸膜炎の合併、縦隔リンパ節腫張等が認められるとしても、結核   

菌培養検査の成績が好転しているときは、当該化学療法 の変更は要し   

ない。   



改  正  後   現  行   

ただし、4月間以上培養陽性が持続する場合や、菌陰性化後新たな  

培養陽性の場合は、直近の菌について必ず薬剤感受性検査をやり直す。   

再治療の治療期間は、結核の再発の防止の観点から、初回治療の場合   

よりも3月間延長する。   

エ 培養陰性など薬剤感受性検査結果を得ることができないと判明した  

場合は、初回治療で薬剤耐性結核感染を想定しない場合は（1）のア  

により治療を行い、再治療若しくは初回治療であるが薬剤耐性結核患  

者との接触者又は初回結核だが薬剤耐性結核蔓延地域出身者について  

は、輝勘案して薬  

剤を決定する。  

（3）瑚台療  
潜在性結核感染症については、INHの単独療法の6月間を原則とし、  

必要な場合さらに3月間行ってもよい。ただし、INHに耐性を有する  

結核菌によるものであるとき又はINHによる著しい副作用が発現した  

ときは、RFPの単独療法を4月間ないし6月間行う。  

オ 治療期間については、アの（ア）及び（イ）によるほか、次の点に  

留意する。  

（ア）結核菌の耐性の状況等からRFPを使用することができない場合  

の治療期間は、おおむね2年ないし3年間とする。  

また、RF Pを使用することができる場合であって、INHを使  

用することができない場合の治療期間は、おおむね9月ないし12  

月間とする。  

（イ）症状が著しく重い場合、治療開始から3月を経ても結核菌培養検  

査の成績が陰転しない場合、糖尿病、じん肺等結核の経過に影響を  

及ぼす疾患を合併する場合又は副腎皮質ホルモン剤若しくは免疫抑  

制剤を長期にわたり使用している場合には、患者の病状及び経過を  

考慮して3月間延長できる。  
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現  改  正  後  行  

（2）再治療  

ア再治療においては、患者の従前の化学療法歴を把握し、原則として  

別表に掲げるj凧こ従い未使用の抗結核薬を3剤以上選んで併用療法を  

開始し、薬剤感受性検査の結果が判明した時点で、必要に応じ使用す   

る薬剤を変更する。  

イ INH及びRFPのいずれもが患者の治療に有効である場合には、  

（1）初回治療のアに準ずる化学療法を行う。  

のである場合には、  くの抗結核薬に耐性を有する結核菌によるも   ウ 多  

（1）初回治療のウの（イ）に基づいて治療する。  

KM及びEVMの間には交叉耐性があるが、KMとEVMと  

の間の交叉耐性の発現特性から、Ⅰ岬こ  

とを原則とする。  

結核菌を持続的に排  エ 別表に掲げるすべての抗結核薬に耐性を有する   

菌している患者については、INHの単独療法の適用を考慮する。  

初回治療のウに準ずるが、  オ 再治療における治療効果の判定は、（1）   

初回治療の場合に比べや  治療期間は、結核の再発の防止の観点から、   

や長期を要する。  

4 肺外結核の化学療法   

肺結核の治療に準じて化学療法を行うが、 結核性膿のう胸、結核性髄膜   

炎等の場合には、治療期間は肺結核の場合に比べやや長期となる。  

4 肺外結核の化学療法   

肺結核の治療に準じて化学療法を行うが、  結核性膿のう胸、粟粒結核、  

場合、骨関節結核等の場合には、治療  結核性髄膜炎等中枢神経症状がある  

EVM又は副腎皮質ホルモン剤については、必要  期間は肺結核の場合に比べやや長期とするβ  INH、SM、KM、   

に応じ局所に注射する。  

第3 外科的療法  

1 外科的療法の一般方針  

第3 外科的療法   

1 外科的療法の一般方針   

（1）結核の治療は、化学療法によることを基本とするが、結核の部位、化  

学療法の治療効果等からみて必要があると認められる場合には、外科的  

療法を適用する。  

化学療法を中心とする内科的療法によることを基本と  （1）結核の治療は、   

するが、結核の部位、化学療法の治療効果等からみて必要があると認め  

治療期間の短縮を図る。  られる場合には、外科的療法を適用し、   
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（2）外科的療法を行うに際しては、必ず化学療法を併用するとともに、手  （2）外科的療法を行うに際しては、必ず化学療法を併用するとともに、手   

術の安全及び合併症の防止を図るため、耐性菌の発現状況を踏まえ、手   術の安全及び合併症の防止を図るため、耐性菌の発現状況を踏まえ、手   

術後における有効な抗結核薬の使用が確保されるように留意する。  術後における有効な抗結核薬の使用が確保されるように留意する。  

」主L外型療法の術式及び実施時期は、患者の年齢、全身状態、臨床検査結   

．   

果等を考慮して決定する。  

2 肺結核の外科的療法  

／い′1   肺結核については、化学療法を行ったにもかかわらず排菌が続き、又は喀  
2 肺結核の外科的療法   

肺結核については、薬剤耐性、そ卿化学療法による確実   

な菌陰性化が期待できない場合、又は喀血等の症状が改善しない場合には、   血等の症状が改善しない 場合には、外科的療法の適用を考慮する。   

外科的療法の種類としては、肺虚脱療法、空洞直達療法及び肺切除術が   外科的療法の適用を考慮する。  

3 結核性膿胸の外科的療法  
せん   

急性膿胸については、穿刺排膿術又は閉鎖性排膿術を行う。  

慢性膿胸については、全身状態の良否によって治療方針が異なるが、最   

終的な治癒のためには外科的療法が必要である。その術式としては、膿胸  
はく   

腔縮小術、肺剥皮術、胸膜肺切除術等がある。  

4 骨関節結核の外科的療法  

骨関節結核については、他に重篤な合併症がある等の場合を除き、外科 かく   

的療法として病巣廓清・固定術を行う。  

ある。  

3 結核性膿胸の外科的療法  

1！ん  急性膿胸については、穿刺排膿術又は閉鎖性排膿術を行う。  
慢性膿胸については、全身状態の良否によって治療方針が異なるが、最   

終的な治癒のためには外科的療法が必要である。その術式としては、膿胸  
はく   

腔縮小術、肺剥皮術、胸膜肺切除術等がある。  

4 骨関節結核の外科的療法  

骨関節結核については、他に重篤な合併症がある等の場合を除き、外科 かく   

的療法として病巣廓清・固定術を行う。  
5 泌尿器結核の外科的療法  

腎結核により腎機能が完全に失われ、かつ、出血、腎性高血圧等を伴う  

場合には、外科的療法として腎易り除術を行う   

昼管の華窄又昼閉塞によって起こした場釦こは、  

必要に応じて尿管拡張術、尿管再吻合術等を行う。   
旦 その他の部位の結核の外科的療法  

性器結核t頁管支結核、腸結核、結核性心膜炎、胸壁結核、リンパ節結  

核、結核性痔療等についても、必要に応じ外科的療法を行う。  

第4 骨関節結核の装具療法  

骨関節結核については、化学療法と併せて、局所の安静を保つことによ  

り病巣の治癒を促進し、又は外科的療法の実施後において局所を固定する  

ため、装具療法を行う。  

鼓 その他の部位の結核の外科的療法   

性器結核、気管支結核己ろ準結核、結核性心膜炎、胸壁結核、リンパ節結   
核、泌尿器結核、結核性痔療等についても、必要に応じ外科的療法を行う。  

第4 骨関節結核の装具療法  

骨関節結核については、化学療法と併せて、局所の安静を保つことによ  

り病巣の治癒を促進し、又は外科的療法の実施後において局所を固定する  

ため、装具療法を行う。  
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別表  別表  

抗結核薬の種類  抗結核  成人の基準投与量及び投与方法   

薬の種 堕  崖道竺1 

INIl イソニアジド  
（単位  濃度   皇  

l薬の碍＝  l  1  

堕  

濃度 （単位  

ヱ王L⊆」乙  

／ml）  

INH   1日当たり0．2～0．5g（誘導体の場合にはこれ  0．2  

に相当する量）を連日投与する。  

1日1回又は2回内服する。必要に応じ筋肉内注射、  

静脈内注射又は局所注射とする。   

RFP   1日当たり0．45gを連日投与する。   4 0  

1日1回 原則として早朝の空腹時に内服する。必要  

に応じ局所注射とする。   

PZA   1日当たり1．5～2．Ogを連日投与する。  

1日1回又は2回内服する。   

SM   1日当たり1．Ogを週2日投与する。連日投与の場  10  

合は、1日当たり0．5～0．75gとする。  

1日1回筋肉内に注射する。必要に応じ局所注射とす  

る。   

EB   1日当たり0．75～1．Ogを連日投与する。   2．5  

1日1回又は2回内服する。   

RF P   リファンピシン  

PZA  ピラジナミ ド  

SM  ストレプトマイシン  

EB  エタンブトール  

Kれ1  カナマイシン  

TI－Ⅰ  エチオミド  

EVM  エンビオマイシン  

PAS  パラアミノサリチル酸  

C S  サイクロセリン   
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旦坦  1日当たり2．Ogを週2日、又は1日当たり1．0  ＿呈＿＿旦  

gを週3日、投与する。  

1日2．Og投与の場合は朝夕2回、1日1．Og投  

l   

璽   i  l与の場合は1回、筋肉内に注射する。必要に応じ局所注   l   

始めは1日当たり0．3g、その後漸次増量して0  
を、連日投与する。  5／、0． 7 5   

1日2回又は3回内服する。必要に応じ坐ざ薬とする。  

1日当たり1．0  を、始めの3月間は連日、その後  卜＼■＼l  

は週2日又は3日、投与する。  

1日1回筋肉内に注射する。必要に応じ局所注射とす  

を連日投与する。  1日当たり10～15   PA S  0．5  

1日2回又は3回内服する。必要に応じ局所注射とす   

1日当たり0．5gを連日投与する。  

1日2回内服する。  

盤宣   

1 この表に掲げる抗結核薬の種類のうち、「′rH」とはエチオナミド又  

はプロチオナミドを、「PAS」とはパラアミノサリチル酸塩を、「C  

S」とはサイクロセリンをいう。  

2 抗結核薬の投与薬は、この表に掲げる成人の基準投与量を参考とし、  

患者の年齢、体重等の条件を考慮して決定する。  

3 この表に掲げる耐性判定薬剤濃度において結核薬が完全耐性を示す  

場合には、原則としてこの表に掲げる順に従い、使用する抗結核薬の  

種類を変更する。ただし、TH及びCSについては、耐性検査の成績  

と治療効果とが必ずしも－一致しないことに留意する。  

ー⑲－   



参考資料1  

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（抄）  

（平成十年十月二日 法律第百十四号）  

（最終改正：平成十八年十二月一日 法律第百六号）  

（結核患者の医療）   

第三十七条の二 部道府県は、結核の適正な医療を普及するため、その区域内に居住  

する結核患者又はその保護者から申請があったときは、当該結核患者が結核指定医  

療機関において厚生労働省令で定める医療を受けるために必要な費用の百分の九十   

五に相当する額を負担することができる。  

2 前項の申請は、当該結核患者の居住地を管轄する保健所長を経由して都道府県知   

事に対してしなければならない。  

3 都道府県知事は、前項の申請に対して決定をするには、当該保健所について置か   

れた第二十四条第一項に規定する協議会の意見を聴かなければならない。  

4 第一項の申請があってから六月を経過したときは、当該申請に基づく費用の負担   

は、打ち切られるものとする。  

○ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則（抄）  

（平成十年十二月二十八日 厚生省令第九十九号）  

（最終改正：平成十九年三月二十三日 厚生労働省令第二十六号）  

（医療の種類）   

第二十条の二 法第三十七条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める医療は、結  

核性疾患に対して行う次の各号に掲げる医療（第一号から第四号までに掲げる医療  

にあっては、厚生労働大臣の定める基準によって行う医療に限る。）とする。  

－ 化学療法  

二 外科的療法  

三 骨関節結核の装具療法  

四 前三号に掲げる医療に必要なエックス線検査、結核菌検査及び赤血球沈降速度  

検査  

五 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な処置その他の治療  

六 第二号及び第三号に掲げる医療に必要な病院又は診療所への収容（食事の給与  

及び寝具設備を除く。）   



参考資料2－1  

平成20年2月5日  

西山 健康局長 殿  

日本結核病学会理事長  

森  丁  

日本結核病学会社会保険委員会  

飛世 克之  

結核医療を確保するための緊急要望  

Ⅰ 結核医療の現状について  

○近年、新規発生数の減少により結核患者数（羅患率）は減少している。  

○ しかし、塗沫陽性患者は年間1万人前後発生（欧米諸国の数倍）しており、  

依然として最大の伝染性慢性感染症である。  

○近年、高齢化や合併症、また、ホームレス、生活困窮者、外国人など社会的  

問題をも併せて抱える患者が多い。  

○不適切な治療による薬剤耐性結核症や永続排菌例の増加する危険性など、国  

民生活に重大な影響を及ぼす可能性を保持している。  

○近年の結核入院患者数の減少により、結核病棟では空床が目立ち（非効率的  

運営）、診療点数の低さも加わって、各施設の経営上の重荷となっている。   

Ⅱ 結核対策を確保するための緊急要望  

○地域特性で患者数が少なく単一病棟での運営が困難な施設では、ユニット化  

を試みつつあるが、これを促進して頂き、ユニット化しても効率的運営が困難  

な場合は、陰圧設備を有するモデル病床の積極的活用により、一般病床におい  

ても結核入院診療が容易となるように、診療報酬上の整備をお願いしたい。  

○現行の結核病棟入院基本料13：1での平均在院日数28日以内という要件の全廃を  

御願いしたい。  

○ユニット化要件の「概ね25名程度以下」に上限数を見直して頂きたい。   



○ユニット化した病棟での平均在院日数の計算は、一括ではなく本来の取扱であ   
る病棟種別ごと（結核とその他）に分けて、それぞれで満たす基準の入院基本   
料を算定できる取扱として頂きたい。   

（なお、この見直しにより、病棟数が減り医療費の削減となる）   

○また、一般病棟を有していない病院もあることから、障害者病棟とのユニッ  
ト化が可能となるよう、専門病院入院基本料を算定する病棟を含め、対象病棟   
の拡大を図られたい。   

○以上、診療報酬上での改善傾向がみえなければ、公立私立病院、国立病院機   
構病院等では、結核病床を廃止する施設が続出し、残った結核医療に携わる職   
員は赤字病棟で形見の狭い思いで働かねばならず、そのため早晩病院を去り、   
本邦の結核医療崩壊を来す状況が予見できるまでに、追い込まれております。   
問題は緊急課題と考えてご対処頂きたい。  

以上  

⑦   
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平成19年 結核病床利用率の推移  

1月   2月   3月   4月   5月   6月   7月   8月   9月   

北 海 道   25．3   26．4   25．3   26＿6   24．9   24．1   20．9   25．2   21．8   

森   36．6   34．8   28．6   25＿9   25．0   16．1   12．5   18．8   17＿9   

岩  手   15．0   14．5   13．6   11．6   17．6   18．5   14、4   17＿1   18．1   

宮  城   30．7   35．0   3了＿1   34．3   30．7   28．6   28、6   31．4   31＿4   

秋  田   27．0   28．1   24．1   25．9   30．6   34，8   30、4   26．1   24．6   

山  形   52．0   60．0   48．0   46＿0   40．0   30．0   34．0   32．0   40．0   

福  島   9．1   9．1   9．1   10．0   9．5   8．7   12．4   12．4   10．8   

茨   城   19．7   17．8   19．7   20．2   17．8   18．3   23＿5   19．了   19．7   

栃  木   29．1   29．1   29．1   28．4   31．3   33．6   33．6   28．4   27＿6   

群  馬   63．3   69．6   64．6   60．8   5臥2   63．3   55．7   67．1   62．0   

埼  玉   41．4   39．9   37．0   33＿7   35．5   37．4   38．8   38．8   35．5   

千  葉   36＿9   31．8   30．5   31．3   32，3   30．2   31．5   31．0   28＿6   

東  54．3   53．0   56＿6   54．0   54．8   55．8   56＿8   59．6   53．2   

神 奈Jl   38．9   35．2   33．2   40．0   38＿3   37．4   44．0   44．0   44．9   

新  潟   38．3   42．5   49＿2   44．2   37．5   30．8   33＿3   31．7   29．2   

山   41．1   42．9   42．9   44．6   40．2   38．4   48．2   44＿6   50．0   

石   Jl   27．5   24．6   28．2   30．3   32．4   32．4   31．0   33．1   32．4   

福  井   42＿0   36＿6   39．3   37．5   33．0   37．5   34．8   42＿9   35．7   

山  梨   16．0   16＿0   8．5   6．4   7．4   8．5   4＿3   8．5   4．3   

長  野   38．8   35．8   36．6   40．3   35．8   37．3   3了．3   34．3   31．3   

岐   阜   35．0   31．2   27＿4   30．6   32．5   35．0   49．0   44．6   43．3   

静   岡   36．4   31＿3   31．8   34．3   33．8   38．4   32＿8   40．4   43，9   

愛  知   39．9   35．6   36．4   41．2   44．4   41．7   39．9   42．9   42．7   

重   53．8   47．5   35．0   48．8   57．5   46．3   40＿0   46．3   45．0   

滋  12．9   17．4   12．9   21．2   22．0   22．0   24．2   21．2   21．2   

京   都   26．2   26．5   24．2   21．1   23．1   24．5   23．6   25．9   26．2   

大  阪   51．9ト   49．6   54．1   52．7   53．1   53．1   56．4   55．7   53．9   

丘   庫   39．6   39．1   3了．1   34．3   30．7   32．2   35．8   38．9   39．4   

奈  良   71．D   66＿0   63．0   57．0   53．0   57．0   56＿0   53．0   51．0   

和 歌 山   58．4   61．4   60．8   58．4   57．8   57．8   56．6   60．8   51．8   

鳥  取   28．2   15．4   20．5   15．4   15．4   20．5   23．1   28．2   28．2   

島  根   15．9   13．6   15．9   15．9   11．4   12．5   14．8   14．8   13．6   

岡  山   43．2   40．5   39．2   37．9   39．9   41．9   37．5   37．2   39．1   

広  島   40．0   41．0   42．4   42．0   39．0   35．6   41，0   39．0   36．1   

山  口   28．3   27．6   28．3   20．7   32．4   32．4   31．0   30．3   31．7   

徳  島   33．0   31．1   26．2   26．2   32．0   34．0   30．1   26．2   28．2   

香  Jl   14．1   13．3   18．6   16．3   14．1   17．8   19．3   25．2   19．3   

愛  媛   23．ミラ   19．0   19．0   22．2   21．6   21．6   22．2   18．3   24．2   

高  知   17．ミ）   15．6   15．1   15．6   23．6   20．8   19．8   22．2   23．6   

福  岡   50．9   49．0   44．8   44．8   45．6   43．5   43．9   41．8   40．4   

佐  賀   33．3   32．4   31．5   29．6   29．6   37．0   42．6   41．7   36．1   

長  崎   20．0   21．7   21．7   16．6   17．4   20．4   22．6   24．0   25．8   

熊  本   20，9   19．3   22．1   23．9   22．1   18．5   18．1   19．9   19．6   

大  分   50．6   51．8   49．4   41．8   41．2   50．0   44．1   42．4   40．0   

宮  崎   44．5   42．7   33．6   30．9   36．4   40．0   37．3   29．1   30．0   

鹿 児 島   26．3   24．6   22．9   23．7   27．1   28．4   27．5   30．9   30．1   

沖  縄   38．3   38．3   34．6   30．9   33．3   34．6   40＿了   42．0   35．8   

全  国   37．5   36．1   35．9   35．4   35．9   36．0   36，6   37．4   36．0   

※ 各月の病床利用率は月報で公表している病院報告（概数）の数値より抜粋した月末の病床利用率   




